
 （公認番号２６０７０１HG )

　主　催　　　：徳島県ダンススポーツ連盟〔Ｇ２以上の主催は公益社団法人日本ダンススポーツ連盟〕
開催日時　　：　令和　8年　7月12日（日）　

　　受験者受付　 ：　13：00～16：00
会　　　場　　 〔所在地　板野郡北島町中村上地23-1〕

〔電話番号　088-698-9801 　〕
受験料　　　
入場料
認定員　　　

：　〔交通手段　徳島バス・自家用車　　〕　　　
：　１区分　4，０００円（認定申請料を含む。）〔*Ｇ２、HG４～HG２は4000円、Ｇ１、HG１は5000円〕
 ：　無料
：　JDSF公認技術認定員４名

受験資格　　：　JDSF会員（会員以外の方も受験可、但し、合格と同時に入会手続き必要）
服　　装　 ：　男子女子共に練習着程度
申込方法　　：　必要事項を明記し、下記の口座に出場料を振り込み、払込金領収書のコピーを

　　同封してお申し込み下さい。
申込先　　 ：　〒779-0312　　徳島県鳴門市大麻町東馬詰字諏訪の元39　　氏名　市橋　教男　　
問合せ先　　　：　電話　088－698－7002　携帯　090－7575－1708　　　
振込先　　 ：　郵便振替口座　　01620－7－43389　　徳島県ダンススポーツ連盟

★振込み通信欄に第19回徳島県技術認定会　認定区分　～　を明記して下さい。
申込締切　　：　令和7年6月27日必着
注意事項　　：　★盗難防止のため、貴重品持込厳禁（当連盟は責任を負いません。）

★会場フロア－の保護のためヒールカバー装着のこと。
★昼食は各自持参、但し決められた場所で食事のこと。ゴミは持ち帰ること。
★当日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやJDSF公式ｻｲﾄ、機関紙等に氏名や写真が掲載されることがあります。

試験区分 試験区分 　種　目　試験区分 　種　目　
1 HG-1W Ｗ 21 HG-3Ｒ Ｒ ★アマルガメーション
2 HG-１Ｔ Ｔ 22 HG-3Ｃ Ｃ ・JDSFが定めるアマルガメーションをカップルで踊る
3 HG-１Ｆ Ｆ 23 HG-3Ｓ Ｓ ★審査項目
4 HG-１Ｑ Ｑ 24 HG-3Ｐ Ｐ ・ポイズとポスチャ- ・タイミングと音楽
5 HG-１Ｒ Ｒ 25 HG-4W Ｗ ・フィガ- ・全体的印象
6 HG-１Ｃ Ｃ 26 HG-4Ｔ Ｔ ★パートナー
7 HG-１Ｓ Ｓ 27 HG-4Ｆ Ｆ 受験パートナーは次のいずれかを選択のこと。
8 HG-１Ｐ Ｐ 28 HG-4Ｑ Ｑ ・主催者で用意する者 ・サークルの指導者
9 HG-2W Ｗ 29 HG-4Ｒ Ｒ ・受験者相互 ・その他
10 HG-2Ｔ Ｔ 30 HG-4Ｃ Ｃ
11 HG-2Ｆ Ｆ 31 HG-4Ｓ Ｓ
12 HG-2Ｑ Ｑ 32 HG-4Ｐ Ｐ
13 HG-2Ｒ Ｒ 33 HG-5Ｆ Ｆ
14 HG-2Ｃ Ｃ 34 HG-5Ｑ Ｑ
15 HG-2Ｓ Ｓ 35 HG-5S Ｓ
16 HG-2Ｐ Ｐ 36 HG-5Ｐ Ｐ
17 HG-3W Ｗ 37 HG-6Ｆ Ｆ
18 HG-3Ｔ Ｔ 38 HG-6Ｑ Ｑ
19 HG-3Ｆ Ｆ 39 HG-6Ｓ Ｓ
20 HG-3Ｑ Ｑ 40 HG-6Ｐ Ｐ

JDSF公認・第20回　徳島県ダンススポーツ技術認定会(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞｺｰｽ)

：　〔名称　北島町役場7階　　〕

会員番号

フリガナ 連絡先 電話番号

氏　　名 年齢

性　　別

住　　所 〒

1 HG-1W 2 HG-１Ｔ 3 HG-１Ｆ 4 HG-１Ｑ 5 HG-１Ｒ 6 HG-１Ｃ 7 HG-１Ｓ 8 HG-１Ｐ
9 HG-2W 10 HG-2Ｔ 11 HG-2Ｆ 12 HG-2Ｑ 13 HG-2Ｒ 14 HG-2Ｃ 15 HG-2Ｓ 16 HG-2Ｐ
17 HG-3W 18 HG-3Ｔ 19 HG-3Ｆ 20 HG-3Ｑ 21 HG-3Ｒ 22 HG-3Ｃ 23 HG-3Ｓ 24 HG-3Ｐ
25 HG-4W 26 HG-4Ｔ 27 HG-4Ｆ 28 HG-4Ｑ 29 HG-4Ｒ 30 HG-4Ｃ 31 HG-4Ｓ 32 HG-4Ｐ

33 HG-5Ｆ 34 HG-5Ｑ 35 HG-5S 36 HG-5Ｐ
37 HG-6Ｆ 38 HG-6Ｑ 39 HG-6Ｓ 40 HG-6Ｐ

（受験区分に○印、シャドー辞退の時は△印）

相手役 １　主催者の推薦者　２　サークルの指導者　３　受験者相互　４　その他　

（問い合わせ先）　氏名　市橋教男　電話　090－7575－1708

受験区分

所属サークル名　

パートナー名男性　　　　女性

1. 18歳以上 2. 18歳未満

受験申込書　第20回　徳島県ダンススポーツ技術認定会(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞｺｰｽ)　令和8年7月12日（日）

切り取り線

様式２（JDSF技術認定試験実施要領　第５条関係）




